
 

改 正 案 現 行 

 

理科教育設備整備費等補助金交付要綱 

平成２０年４月１日 

文部科学大臣決定 

（略）   

一部改正平成２９年３月２９日 

一部改正平成２９年１２月１２日 

  

（略） 

 

第１３条 （略） 

３ 大臣等は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補

助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

 

 

附則（平成２８年３月２４日一部改正） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則（平成２９年３月２９日一部改正） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度予算に係る補助事業から適用する。ただ

し、本要綱の施行前に補助金の交付の決定が行われた事業については、改正前の要綱を適用する。 

附則（平成２９年１２月１２日一部改正） 

この要綱は、平成２９年１２月１２日から施行し、平成２９年度予算に係る補助事業から適用する。 

 

理科教育設備整備費等補助金交付要綱 

平成２０年４月１日 

文部科学大臣決定 

（略）   

一部改正平成２９年３月２９日 

  

 

（略） 

 

第１３条 （略） 

３ 大臣等は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超え

る補助金が交付されるときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

 

附則（平成２８年３月２４日一部改正） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則（平成２９年３月２９日一部改正） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度予算に係る補助事業から適用する。た

だし、本要綱の施行前に補助金の交付の決定が行われた事業については、改正前の要綱を適用する。 

 



 

別記２ 

１． 補助金の区分及び補助対象経費並びに補助率 

補助金の区分 補  助  対  象  経  費 補助率 

理 科 設 備 １ 補助事業者が、別表第１、第２、第３、第４、第１０、

第１１、第１２、第１３、第１４、第２０、第２１、第２

２、第２３及び第２４に定める設備のうち、理科教育に通

常必要な設備を整備するために必要な経費。 

（略） 

補助対象経費の２

分の１（沖縄にあ

っては４分の３）

の額（千円未満の

額は切り捨てる。）

とする。 

算数・数学設備 １ 補助事業者が、別表第５、第６、第７、第８、第９、

第１５、第１６、第１７、第１８、第１９、第２５、第２

６、第２７に、第２８及び第２９に定める設備のうち、算

数・数学教育に通常必要な設備を整備するために必要な経

費。 

（略） 

３ 学校ごとの補助対象経費は、別記２－１に定める算

数・数学設備１校当たりの基準金額を限度とする。 

補助対象経費の２

分の１（沖縄にあ

っては４分の３）

の額（千円未満の

額は切り捨てる。）

とする。 

理科観察実験

支援事業 

１ 補助事業者が、観察実験アシスタントを学校に配置す

るために必要な経費。 

（略） 

補助対象経費の３

分の１の額（千円

未満の額は切り捨

てる。）とする。 

 

 

２．理科設備及び算数・数学設備について、国庫補助金が都道府県にあっては５００万円未満、市町 

村（一部事務組合を含む。以下同じ。）、公立大学法人及び学校法人にあっては５０万円未満となる

場合は、原則として補助金を交付しないものとする。 

別記２ 

１． 補助金の区分及び補助対象経費並びに補助率 

補助金の区分 補  助  対  象  経  費 補助率 

理 科 設 備 １ 地方公共団体又は学校法人が、別表第１、第２、第３、

第４、第１０、第１１、第１２、第１３、第１４、第２０、

第２１、第２２、第２３及び第２４に定める設備のうち、

理科教育に通常必要な設備を整備するために必要な経費。 

（略） 

補助対象経費の２

分の１（沖縄にあ

っては４分の３）

の額（千円未満の

額は切り捨てる。）

とする。 

算数・数学設備 １ 地方公共団体又は学校法人が、別表第５、第６、第７、

第８、第９、第１５、第１６、第１７、第１８、第１９、

第２５、第２６、第２７に、第２８及び第２９に定める設

備のうち、算数・数学教育に通常必要な設備を整備するた

めに必要な経費。 

（略） 

３ 学校ごとの補助対象経費は、別記２－１に定める算

数・数学 設備１校当たりの基準金額を限度とする。 

補助対象経費の２

分の１（沖縄にあ

っては４分の３）

の額（千円未満の

額は切り捨てる。）

とする。 

理科観察実験

支援事業 

１ 地方公共団体又は学校法人が、観察実験アシスタント

を学校に配置するために必要な経費。 

（略） 

補助対象経費の３

分の１の額（千円

未満の額は切り捨

てる。）とする。 

 

 

２．理科設備及び算数・数学設備について、国庫補助金が都道府県にあっては５００万円未満、市町 

村（一部事務組合を含む。以下同じ。）、公立大学法人及び学校法人にあっては５０万円未満となる場

合は、原則として補助金を交付しないものとする。 

 


